
児童福祉法等の一部を改正する法律の主な内容

「子どもと家族を応援する日本」重点戦略等を踏まえ、子育て支援に関する事業の制度上の位置付けの明確
化、虐待を受けた子ども等に対する家庭的環境における養護の充実、一般事業主行動計画の策定の促進など、
地域や職場における次世代育成支援対策を推進するための所要の改正を行う。

趣旨

(1) 子育て支援事業を法律上位置付け （平成21年4月施行）

○ 以下の事業について、法律上位置付けるとともに、省令で必要な基準等を設け、都道府県知事への届出・指導
監督等にかからしめることとする。

① 乳児家庭全戸訪問事業（※いわゆる生後４か月までの全戸訪問事業）
② 養育支援訪問事業（※いわゆる育児支援家庭訪問事業）
③ 地域子育て支援拠点事業
④ 一時預かり事業

○ また、市町村は、これら①～④の事業が着実に実施されるよう必要な措置の実施に努めるものとする。

※ 上記の改正に併せて社会福祉法を改正し、上記事業及び2(2)の小規模住居型児童養育事業について、第２種社会福祉事業と
することにより、必要な社会福祉法の事業開始・指導監督規定や、消費税等の非課税措置の対象とする。

(2) 家庭的保育事業を法律上位置付け （平成22年4月施行）
○ 保育に欠ける乳幼児を、家庭的保育者（市町村長が行う研修を修了した保育士その他の省令で定める者で

あって、これらの乳幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるもの）の居宅等において保育する事業につ
いて、法律上位置付けるとともに、省令で必要な基準等を設ける。

○ 市町村の保育の実施責任に関する規定に、保育所における保育を補完するものとして家庭的保育事業を位置
付ける。

○ 市町村は、事前に都道府県知事に届け出て家庭的保育事業を行うことができるものとし、都道府県による指導
監督等にかからしめることとする。

１ 児童福祉法の一部改正①（子育て支援事業等を法律上位置付けることによる質の確保された事業の普及促進）
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